
下伊那漁業協同組合　様
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譲受人が他支部に所属する場合（新所属支部長の証印）

支部 支部長 ㊞

注）

※　権利譲渡の申請には下記の書類等が必要です。　ご確認ください。

□ 手数料　　３，０００円 （　転籍の場合は別に１，０００円必要　）

□ 権利譲渡認可申請書 （　関係支部長の印必要　）

□ 組合員章（　腕章　）

□ 出資証券

□ 住所を証明する公の書類（住民票、免許証のコピー等）

権  利  譲  渡  認  可  申 請  書
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　　　上記組合員の権利譲渡を認可されますよう申請致します。

新
　
加
　
入
　
者

定款第９条２　暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴
力団員(以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）又は
暴力団員等がその事業を支配する者は、この組合に加入することができない。
２　前条第１項の加入申込書には、前項に規定する者に該当しないことの表明及び将来にわたっても当該者に該当しないことの
確約を記載した書面を添付しなければならない。

【　様式　１　】
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     　　 　私は定款第９条の２（注）に該当しないことを確約いたします。
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